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Ⅱ．委託研究開発契約の概要

１．委託研究開発契約の締結

（１）研究開発計画の作成
●契約の締結にあたって、研究機関は、次に掲げる書類をAMED が別途指示する期日までに作成し、AMED へ提出する必要があり ます。

なお、全体計画書にあっては、提出を求められていない事業については、省略することができます。
①全体研究開発計画書【全体計画１】
②研究開発計画書【計画様式１】
③研究開発参加者リスト【計画様式１付属資料１】
④経費等内訳・契約項目シート【計画様式2】
⑤データマネジメントプラン（DMP）【計画様式DMP】
⑥研究開発タグ【計画様式 研究開発タグ】
●これらの提出が遅れると、契約手続に遅れが生じ、研究開発期間に空白が生じることによる、調達や研究員の雇用等多大な影響が生じます。

円滑な契約手続にご協力をお願いします。
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7.5 研究開発タグ情報シートの提出

AMEDでは、研究開発タグを用いて各統合プロジェクトや疾患領域等における研究開発課題の研究目的、研究の性格、研究モダリティ、開発
フェーズ、対象疾患（ICD10）、疾患領域（7分野）、特記的事項等を俯瞰的、経時的に把握することにより、事業の全体像を可視化するとともに、マ
ネジメント機能又は触媒機能を強化し、異なる研究開発課題間での連携促進や今後の公募案の策定等のために役立てることとしています。この
ため採択課題については、研究開発代表者から、採択後の委託研究開発契約締結時及び補助事業の交付申請時に研究開発タグ情報シートを
AMEDに提出※していただきます。必要な書類（様式）については、採択後に別途御連絡します。

※研究開発タグは、どの研究開発課題で、どのような目的の、どのような性格を持った研究開発が、どのような開発フェーズにあるかを、対象疾
患や疾患領域ごとに整理し、AMEDの事業を統合プロジェクト（横軸）と疾患領域（縦軸）の観点から縦横に把握しようとするためのものです。

※研究開発タグは、エクセル表を使って、研究目的、研究の性格、研究モダリティ、開発フェーズ、対象疾患（ICD10）、疾患領域（7分野）、特記的
事項、その他必要事項等を選択していただきます。

※研究開発タグの記載要領を遵守して記載してください。
※研究開発タグ項目の一部項目と記載情報を統計的に処理した公開可能な内容の情報については、他の課題情報とともに公開する場合があり

ます。


